
横浜市からのお知らせ

給与支払報告書や償却資産申告書はeLTAXで電子提出を！
～給与支払報告書の提出について～

【提出期限】令和５年１月31日（火）です！
※早期提出にご協力をお願いします。
【お問合せ先】
横浜市償却資産センター（財政局償却資産課）
〒231-8343 横浜市中区山下町２　
　　　　　　産業貿易センタービル５階
Tel. 045 (671) 4384　受付：８時45分～17時15分
(土・日・祝日・休日・年末年始を除く)
※区役所では受け付けておりません
のでご注意ください。

　従業員（専従者を含む）に対する給料の支払いがあ
る事業主は、年末調整の手続きが必要です。１２月の
給料額が確定している場合、年内でも相談を受け付け
ますので事務所までお越しください。尚、事務所以外
での相談会場は１月に開催いたします。
　税務署から源泉所得税の納付期限のお知らせが送付
されない方もおりますが、源泉徴収税額が0円でも年末
調整の手続きと納付書の提出が必要になります。確定
申告相談時に作成する決算書には、支払額や源泉所得
税額を記載する必要がありますので、忘れずに手続き
をお願いいたします。

　平成29年の確定申告書からマイナンバーの記載が必要になりました。納税者に加え、控除対象配偶者、扶養親
族及び事業専従者などのマイナンバーの記載も必要です。
また、確定申告書を書面で提出される場合（電子申告をしない場合）には、納税者のマイナンバーのコピーを添

付する必要があります。戸塚青色申告会では個人情報保護の観点から、マイナンバーカード等（通知カードや身分
証明書）のコピーは行えません。事前にご用意くださるようお願いいたします。
※戸塚青色申告会でマイナンバーを取扱うには、会員様と戸塚青色申告会の間で、マイナンバーに関する委託契約
　を初回のみ結んでいただく必要がございます。委託契約には印鑑が必要ですので、必ずお持ちください。

個人番号（マイナンバー）の戸塚青色申告会での取扱いについて

【提出期限】令和５年１月31日（火）です！
※早期提出にご協力をお願いします。
【提出にあたりご留意いただきたいこと】
○eLTAXで提出する際の市区町村コードは「141003」です。
【お問合せ先】
横浜市特別徴収センター（財政局法人課税課）
〒231-8314  横浜市中区山下町２　産業貿易センタービル５階
Tel. 045 (671) 4471　受付：８時45分～17時15分
（土・日・祝日・休日・年末年始を除く）
※区役所では受け付けておりません
のでご注意ください。

～償却資産申告書（固定資産税）の提出について～

横浜市 特別徴収 横浜市 償却資産センター

　給与支払報告書（源泉徴収票）
には従業員だけでなく、従業員の
扶養家族（16歳未満含む）の
マイナンバーの記載が必要です。

　また、事業主はマイナンバーの記載に加えて、マ
イナンバーを証明する書類のコピーを添付する必要
がありますので、ご注意ください。
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注意!

事業主のマイナンバー

専従者・従業員の
扶養家族のマイナンバー
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